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地域防災ガイドラインの目的 

 東日本大震災や熊本地震などの大規模災害を経て、災害から住民の命と生活を守るためには、自分た

ちの命は自分たちで守るという「自主防災」あるいはコミュニティに根差して取り組むという「地区防

災」が不可欠であることを再認識したところです。日頃から「自分たちのまちは自分たちで守る」とい

う防災意識を持って、地域の皆さんが助け合うことにより、被害を少しでも軽減することができるはず

です。 

 本ガイドラインは、自主防災活動を活性化させるために、その役割や自主防災組織の基本的な活動内

容等についてまとめたものです。それぞれの地域の実情に合わせて創意工夫を重ねていただき、地域に

おける自主防災活動を充実させるための参考として活用いただければ幸いです。 
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Ⅰ  自主防災組織とは 
 

１．自主防災組織の必要性 
 

 大規模災害から自分や家族の命を守るためには、さまざまな災害発生に備え、普段から十分な対策を

講じておかなくてはなりません。しかし、ひとたび大規模災害が発生すると、災害の拡大を防ぐために

は、個人や家族の力だけでは限界があり、危険や困難を伴う場合があります。このような時、隣近所の

人達が集まって、互いに協力し合いながら、防災活動に組織的に取り組むことが必要です。 

 災害発生時はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒になって防災活動に取り組むための組織、それ

が『自主防災組織』です。 

 

事  例 

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、地震や津波により多くの方々の尊い命が失わ

れ、また、人々の生活基盤すべてに甚大な被害がもたらされました。この大災害の中、被災地に

おいては、多くの自主防災組織により避難誘導や安否確認、避難所運営の支援や炊き出し等の活

動が行われ、地域の方々の備えとお互いの助け合いが大きな役割を果たすことが改めて認識させ

られました。 

 

 

２．自主防災組織の活動の役割 
 

 自主防災組織は、大規模災害が発生した際、地域住民が的確に行動し被害を最小限にするため、日頃

から地域内の安全点検や住民への防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施など災害被害に対する備えを

行い、また、実際に災害が発生した際には、初期消火活動、被災者の救出・救助、情報の収集や避難所

の運営といった活動を行うなど、非常に重要な役割を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 地域の危険性や家庭内での安

全点検及び地域の特性にあった

各種の防災訓練を通して、日頃 

から大規模災害に備えるための

活動です。 

 大規模災害が発生したときに、

人命を守り、災害の拡大を 

防ぐために必要な活動です。 

自
主
防
災
組
織
の
活
動 

平常時 

災害時 

 地域内の安全点検 

 防災知識の普及・啓発 

 防災訓練 

 初期消火 

 救出・救助 

 情報の収集・伝達 

 避難誘導 

 避難所の管理・運営 
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３．自主防災組織の構成 
 

●組織編成 

［組織図・役割分担の例］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平常時の役割 災害発生時の役割 

消火器の使い方、消火訓

練、火災予防 

出火防止対策、初期消火の

活動、火災の警戒 

救出用資機材の調達と整

備、救助技術の習得、救

出・救助訓練の実施 

救出・救助活動、防災機関

への協力 

地震の基礎知識普及、巡回

広報、情報収集伝達訓練の

実施 

情報の収集伝達、デマ防

止、防災関係機関へ被害 

などの報告 

集合場所、避難路（所）の

安全点検、避難訓練の実施 

避難の呼び掛け、避難人員

の点検、安全な避難誘導 

非常持出品の準備の啓発、

炊き出し用具の確保と訓

練、避難生活計画の作成 

炊き出し、物資配分の 

協力、避難所生活の調整、

生活相談や心のケア 

応急手当や衛生知識の普

及、仮設トイレの対策検討 

応急救護の実施、重傷者の

搬送、防疫の協力、し尿対

策などの報告 

避難行動要支援者の把握、

対応の検討 

避難行動要支援者の避難

の呼びかけ、人員点呼、 

安全な避難誘導 

地域の巡回点検、危険物の

調査 

被災後の巡回、危険箇所の

広報 

ごみ処理対策、がれき等 

廃棄物処理の検討 

ごみ処理、避難経路の障害

物の除去 

家屋等の補修に必要な 

資機材と人員の確保 

屋根の応急修理等 

住民に対する啓発活動や

防災活動に専門的に携わ

る 

副会長とともに会長を補

佐し、各班の活動を統括 防災委員 

会長 

副会長 

副会長 

副会長 

消火班 

情報班 

救出・救助班 

避難誘導班 

生活班 

要配慮者班 

衛生救護班 

安全点検班 

補修班 

清掃班 
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●編成方法 

 

① 活動計画の企画・実施など、自主防災活動の中心的な役割を担う方（防災リーダー）を選びます。

防災リーダーには、防災部長をはじめ町会の役員などで、防災に関心があり、行動力のある方を充

てるとよいでしょう。 

② 災害時の役割を分担するため、本部と必要な活動班に区分し、現在の町会組織の各部などにその

役割を振り分けます。 

③ 活動班の編成にあたっては、世帯数を考慮し、地域の実情に合わせて適宜に活動班及び班員を置

きます。 

④ 加入世帯数が多い町会は、いくつかのブロックに分けるなど、地域の実情に応じた編成を行って

ください。 

⑤ 既に町会に自主防災組織が設置されている場合は、そのままで差し支えありませんが、連合町会

で編成している場合は町会単位で再編成して下さい。 

 

 

４．リーダーの役割 

 

■ リーダーの役割 

地域の防災活動は本来、地域の人たち自らの積極的な意思による参加で形成され運営されるもので

すが、それを待っていては容易に進展しないというのもまた事実です。地震などの災害への備えは必

要だと思ってはいても、何をどうしたらよいのか、自分でもできるのかが分からず、何もしていない

人も多いでしょう。 

しかし、その方々も、ちょっとしたアドバイスや行動のきっかけをつくることにより、第一歩を踏

み出せます。 

防災リーダーは、防災訓練や研修会の際に地域の人の先頭に立ち、自身の防災知識の普及啓発やア

ドバイス等を行っていただくことで、地域の防災活動を活性化させる役割を担っています。 

 

■ リーダーに求められること 

☆  防災に関心があること。 

☆  行動力があること。 

☆  地域において人望が厚いこと。 

☆  多数意見を取りまとめ、また、少数意見を尊重できること。 

 

５．防災士の役割 

  防災士は、まず自分と家族を守るために、自宅の耐震補強、家具の固定、備蓄などを進め、それを 

周囲の人に広めていくとともに、地域・職場での防災啓発や訓練を実施し、防災活動の普及啓発を行

う役割を担っています。 

 また、実際の災害時においても、積極的に避難誘導や初期消火、救出救助活動にあたるなどリーダ

ーシップを発揮していただくことが期待されています。 
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Ⅱ．平常時の防災活動 

 

１．防災知識の普及・啓発 
 

（１）防災知識の普及 

災害時に自主防災組織が効果的に活動し、被害の発生及び拡大を防止するためには、全ての地域

住民が防災に関する正確な知識を有していることが必要となります。 

そのためには、自主防災組織としては、あらゆる機会を通じて、地域の住民が防災知識を吸収で

きるようにする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家庭内対策の促進 

阪神・淡路大震災では亡くなった方の８割以上は家屋の倒壊によるもので、ケガをした方の半数

近くは家具の転倒によるものでした。また、地震発生直後は、道路の損壊や交通渋滞により、食料

や飲料水等の救援物資が十分に行き渡らない避難所もありました。これらのことから、各家庭にお

いて地震に対する備えをしておくことが非常に重要となります。 

しかしながら、住民には「自分の家は大丈夫」「自分だけは大丈夫」といった意識があり、家庭

内対策はなかなか進んでいません。 

自分の家の中を見渡し、もしもの時に備えて住宅の耐震化や家具の転倒防止器具の設置などがき

ちんとされているかを確認するよう、自主防災組織を挙げて啓発をお願いします。 

 

 

 

  

防災知識普及のポイント 

・まず家庭の防災対策（自助）が基本であることを理解してもらう 

・自主防災組織の役割と活動内容を理解してもらう 

・会議や防災講座など様々な機会を利用して繰り返し継続的に、知識の普及活動に努める 

・市や消防機関などの講習会や研修に積極的に参加してもらう 

・自主防災組織として、防災知識に関するチラシやパンフレットの作成や配布を行う 

・災害体験者や、被災地の現地視察などの話を聞く 
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■ 戸建住宅における防災対策 

・富士見市では、木造住宅の簡易耐震診断や、耐震改修した住宅に対する税の減額措置を行っていま

す。要件・詳細は市役所までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ マンションにおける防災対策 

・管理組合が中心になって自主防災組織を作るなどの対策が必要です。また、管理会社や設備の保守

点検会社と災害時の対応について、事前に調整しておく必要があります。 

・マンションでは、一般に上層階ほど揺れが大きくなります。家具や家電を固定し、食器棚の扉に留

め金をつけるなどの備えが大切です。 

・ライフラインが途絶した場合、停電の影響で電気、水道が使用

できなくなり、マンションではエレベーターが動かないため、

物資等の運搬が困難となります。また排水管等設備の被害によ

るものだけではなく、排水用の水がなければトイレを使用する

ことができません。飲料水、簡易トイレセット、食料品等を備

蓄しておく必要があります。 

・地震発生後は二次被害の危険性や停電の影響もあるため、エレ

ベーターの使用は不可能です。エレベーターの中で地震が発生

したら、行き先階のボタンを全て押し、閉じ込められた場合に

は「非常電話」のボタンを押し続けてください。地震を感知する装置が設置されているエレベータ

ーは、最寄りの階で停止しますので、むやみに行動せず、救助が来るのを待ってください。 
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■ 屋内の備え 

・家屋の転倒による被害を防ぐため、タンス、食器棚などの家具は、動かないようにあらかじめ固定

しておくことが大切です。 

・倒れた家具は外へ逃げる障害にもなりますので、避難経路沿いにはなるべく物を置かないようにす

る必要があります。 
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■ 非常用持ち出し品 

・大きな災害の後は、電気・ガス・水道などのライフラインが止まることが考えられるので、以下の

ような備蓄品を準備しておいてください。 
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■ 避難時の心得 

・日頃から、災害に備えた家屋の点検や補強を行い、家族での役割分担や非常用持ち出し品の準備を

して、万一避難することになった場合には、冷静に状況判断をして安全な避難を心がけてください。 
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２．防災資機材等の備蓄 
 

 自主防災組織が情報収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難誘導等の役割を果たすためには、それ

ぞれの役割に必要な資機材等を備えておく必要があります。 

 その場合、地域の実情や組織の構成等をみて、どのような資機材を備えるのがよいか、市、消防機関

の指導を受けて十分検討することが必要となります。 

 防災資機材としては、以下のようなものが考えられますが、地域の実情に応じ必要なものを選択して

下さい。 

 富士見市では自主防災組織に対する助成を行っていますので、市役所にお問い合わせ下さい。 

 

情報収集・伝達用 メガホン、ラジオ、トランシーバー 

初期消火用 三角バケツ、消火器、ホース、バケツ、砂袋、消火器、ヘルメット 

水防用 

防水シート、シャベル、ツルハシ、スコップ、ロープ、かけや、くい、 

土のう袋 

救出用 

ロープ、スコップ、折りたたみ式ハシゴ、バール、のこぎり、なた、ジャッキ、

ハンマー、ヘルメット 

救護用 担架、救急箱、テント、毛布、シート、簡易トイレ 

避難用 

カンテラ、懐中電灯、ヘルメット、防災ずきん、誘導旗、ロープ、 

ハンドマイク、警笛 

給食・給水用 

アルファ米、カンパン、飲料水、 

かま、なべ、はんごう、食器、コンロ、ろ水機、ガスボンベ 

その他 

リヤカー、一輪車、ビニールシート、投光器、携帯電話用充電器、作業服、 

帽子、カッパ、腕章、防災倉庫 
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３．避難行動要支援者対策 

 

 東日本大震災においては、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数は約６割であり、障

がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約２倍に上りました。 

 他方で、民生委員の死者・行方不明者など、多数の支援者も犠牲となりました。 

 こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年の災害対策基本法の改正において、実効性のある避

難支援がなされるよう、避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに、避難行動要支援

者本人からの同意を得て、平常時から自主防災組織等の避難支援等関係者に情報提供できることが定め

られました。 

 地域社会において避難行動要支援者の安全を確保することは、地域全体の安全を向上させることにも

つながることから、避難行動要支援者の状況を知る市町村をはじめ、社会福祉協議会、民生委員・児童

委員、介護従事者、福祉ボランティア等の福祉関係団体等とも連携しながら普段から情報共有するなど、

総合的に取り組む必要があります。 

 

避難行動要支援者について 

 避難行動要支援者とは、当該地域に居住する高齢の方、障がいをお持ちの方、乳幼児その他の

特に配慮を要する方（要配慮者）のうち、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に

自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要

する方をいいます。また、地理や災害に関する知識が乏しく日本語を解せない外国人、妊産婦や

子どものほか、観光地等では旅行者等も広い意味で避難行動要支援者にあたる場合もあります。 

 避難行動要支援者への支援は、主に情報及び行動への支援が挙げられますが、それぞれの状態

によって支援すべき内容が異なるため、注意が必要です。 
 
 

（１）地区内の避難行動要支援者の把握及び名簿の管理 

避難行動要支援者の把握にあたっては、災害対策基本法第49条の11第２項に基づき市から提供され

る避難行動要支援者名簿のほか、真に支援が必要と認める方が支援対象から漏れることのないよう、

自主防災組織においても、住民と接する機会を捉えて避難行動要支援者の把握に努めることが重要で

す。 

なお、市から提供された避難行動要支援者名簿については、災害対策基本法に基づき、その名簿情

報の提供を受けた個人に守秘義務が課せられているため、適正な情報管理を図る必要があります。 

 

（２）避難行動要支援者への支援方法の整理 

市や民生委員、社会福祉協議会、町会・自主防災組織、福祉事業者等を中心に、避難行動要支援者

を個別に訪問し、本人と打合せを行った上で、災害時に「誰が、どこに、どのように避難支援するか」、

つまり避難支援者、情報伝達の方法、避難場所、避難のタイミング、避難所までのルート・交通手段

などを整理するよう努めます。 

また、こうした支援方法が実際に機能するかどうか、定期的な訓練を通じて点検し、必要があれば

更新・改良することが重要です。 
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（３）災害時の外国人支援など 

地域に居住する外国人を考慮に入れた活動を行う必要があります。同様に妊産婦や幼児・乳児、土

地勘のない旅行者など、災害時に支援が必要となるかもしれない人々についても幅広く考慮しながら

活動することが求められます。 

 

 

４．協働による自主防災組織の活性化 
 

 自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守ろうと自主的に結成されるものですが、他の自主防

災組織と情報交換をし、災害が起きた場合の協力体制を確立しておくことは重要です。 

 大きい災害ほど、被害は一つのだけとは限らないので、相互に情報を伝達し合い、助け合わなければ

なりません。 

 また、自主防災組織は、防災関係機関の指導や助言、助力を必要とする面もあります。日常活動や防

災訓練の際に、防災関係機関や消防団、防災士、災害ボランティア、学校、事業所、民生委員や福祉団

体等と協力して実施するなど、日頃から様々な機関と連携しておくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自主防災組織 

行政機関 

ライフライン 

関係機関など 
他の地域の 

自主防災組織 

ＮＰＯ・災害 

ボランティア・ 

企業など 

消 防 団 

学  校 
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他の地域の

自主防災組

織との連携 

 災害時には避難所が一緒になる場合があります。組織同士で日頃からコミュニケー

ションを取り、災害時に協力して混乱が起こらないようにすることが重要です。定期

的な会合の計画を立て、共通の認識が持てるように心掛けましょう。 

・近隣自主防災組織との定期的な会合 

・災害時の応援協力体制の確立 

・合同訓練（講演会等の催し物）の開催 

・避難所の運営体制の構築 

・保有する資機材情報の共有 

消防団との

連携 

 日頃から火災予防や初期消火訓練を行っている消防団は、災害時には自主防災組織

にとって大変重要な存在となります。したがって、平常時から地域の防災訓練、消防

団と密接な連携を取ることが必要です。 

・消防団の防災訓練への参加 

・可搬ポンプの使用方法などの指導 

・消防団の保有する資機材情報の共有・災害時の救出・救助、誘導などの連携 

地域の事業

所との連携 

 地域内にどんな事業所があるか把握しておくことは非常に重要です。平日の昼間発

災した場合など、事業所から保有する資機材の提供や従業員による救出・救助活動へ

の協力など、災害時に応援を得られれば非常に心強い存在となります。したがって、

定期的な防災訓練への参加を呼び掛けたり、事業所が実施する防災訓練に協力するな

ど、日頃から密接な連携をとることが必要となります。 

・災害時（訓練時）の協力体制の構築 

・事業所を交えた訓練の実施 

・事業所が保有する資機材の提供 

・救出・救助、避難行動要支援者の避難などへの従業員の協力 

・避難施設としての施設の開放 

学校（教員）

との連携 

 学校は避難所となっており、学校の教職員も避難所運営の支援に関わることになり

ます。災害時に混乱しないように、学校区内の自主防災組織と学校の間で、避難所の

設置や運営について話し合っておくことが必要となります。 

・避難所運営についての体制の確立 

・学校施設の状況や保有する資機材の確認 

その他の 

人材・団体

との連携 

 地域内には、その他にも、防災士、災害ボランティアをはじめ、医師（医療機関）、

民生委員、福祉団体、ＰＴＡ、消防団、日赤奉仕団といった、防災活動に関わること

が可能な人材や団体などが存在します。このような団体や福祉施設などと連携を取り

協力体制を整えておくことが必要となります。 

・炊き出し訓練などへの協力 

・ボランティアの受入調整 

・避難行動要支援者への支援 

  



16 

５．避難計画の策定 
 

 町会・自主防災組織は、各地域の災害時危険箇所、避難場所、避難行動要支援者等の情報を把握し、

地域の実情を踏まえた具体的な避難計画の策定に努めます。 

 特に、避難行動要支援者については、市が居住地・緊急連絡先・避難支援内容等を記載した避難行動

要支援者名簿の作成及び、名簿情報に基づいた個別の避難支援計画を作成し、本人の同意を得た上で、

その情報を関係機関、町会・自主防災組織、民生委員等と平常時から共有し、災害時における迅速な安

否確認、避難誘導の支援体制を構築します（「３．避難行動要支援者対策」参照）。 

 

 

６．地区防災計画の策定 
 

 地域の防災力の向上を図るため、地区内の居住者及び事業者等が共同して行う防災活動、訓練、備蓄

等について町会・自主防災組織が定める計画を「地区防災計画」といいます。 

 町会・自主防災組織は、「地区防災計画ガイドライン」（内閣府 平成26年3月）や地区防災計画の事例

等を活用し、地域の実情を踏まえた地区防災計画の策定に努めます。 
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Ⅲ．防災訓練の実施 

 

１．防災訓練の目的 
 

 災害が発生したときに被害を少なくするためには、落ち着いて適切な行動をとることが重要であり、

対処の仕方を事前に把握し、行動できるようにしておく必要があります。そのためには、防災訓練を繰

り返し行うことが重要です。 

 防災訓練を積み重ねることにより、災害が発生したときに適切な行動をとれるよう、日頃から準備し

ておきましょう。 

 

 

２．防災訓練の実施方法・進め方 

 

■ まず訓練の実施計画をたてます！ 

☆どのような訓練をどんな内容で行うか？ 

訓練の組立ては、できるだけ多くの人が各種の訓

練に参加できるようにする必要があります。また、

簡単にできるものから高度なものへと繰り返し行

うことが大切です。 

防災訓練に参加するということは、自主防災組織

の活動を理解してもらうとともに、各種資機材の使

用方法を認識してもらう良いチャンスです。地域の

特性に合わせ、防災訓練の中にイベント的な事柄を

取り入れるなど、少しでも参加しやすくするための工夫が大切です。 

 

☆どのような人が何人くらい参加するか？ 

参加者層（子ども・主婦・お年寄り等）、参加人数を把握する必要があります。要配慮者や外国

人の方にも積極的に参加してもらうよう、平常時からのコミュニケーションが大切です。 

 

☆参加しやすい日時か？ 

多くの住民が参加できるよう、必要に応じて参加対象者の希望をとるなどして、日時を選定する

ことが大切です。 

 

☆訓練の内容などに適した場所か？ 

対象者が集まりやすい場所か、予定人員が収容できる場所か、付近住民などの理解を得られるか

について考慮する必要があります。 

学校などを会場とする場合、あらかじめ施設管理者と協議し、連携が図れるようにしておきまし

ょう。 

 

炊き出し訓練 
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☆訓練開催などの広報 

多くの方に参加してもらうため、回覧板や町会の連絡網などを活用して呼びかけを行うようにし

てください。 

また、「防災訓練（研修会）実施計画書」などを作成し、回覧板などで町会の人達に知らせるの

も有効な手段です。 

 

☆資機材 

＜防災訓練で使用する資機材＞ 

拡声器、筆記用具、ラジオ、消火器、非常用発電機、オイルパン、灯油、水槽、バケツ、てんぷら

油火災用鍋、模擬建物、ロープ、毛布、副子、三角巾、救助訓練用人形、ＡＥＤ（自動体外式除細

動器）※など 

 

※ＡＥＤ：心室細動などの不整脈をおこし、突然心停止に陥った心臓に電気ショックを与えてもとの状

態に戻す救命器具です。携帯型で、音声ガイドに従って操作すれば誰でも簡単に使用可能で

す。心停止後、３分以内に除細動を行えば、４人中３人は助かると言われています。 

 

○資機材の貸し出しについては、市または消防署にご相談ください。 

 

 

■ 訓練の指導 

訓練は、できるだけ消防機関などの指導を受けるようにすることも有効です。このためにも、訓練

の予定日時を決めたうえで、指導の可否について事前に電話などで市役所又は消防署にお問い合わせ

ください。 

 

 

■ 訓練終了後の反省会の開催 

訓練後は反省会を開き、今後の防災や訓練のあり方について参加者全員で話し合うなど、次回の訓

練に活かすことが大切です。 
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３．各種訓練の概要 
 

 防災訓練には、情報連絡訓練、消火訓練、救出救護訓練、避難誘導訓練、給食給水訓練、防災資機材

取扱訓練等があり、これらを個別に行う訓練（個別訓練）と総合して行う訓練（総合訓練）に区別され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総 

合 

訓 

練 

参加者が大きな地図を囲みながらゲーム感覚で災害時の対応

策を考える図上訓練 

ゲーム感覚で避難所の運営について模擬体験しながら対応策

を考える図上訓練 

地域内の災害や死傷者の発生状況、安否の確認な

どの調査と市への報告 

市、消防機関などからの避難勧告、指示（緊急）

などの伝達 

消火器や天ぷら油火災用鍋などを使用した消火訓

練 

バケツリレーによる消火訓練 

ロープ結索法、救助用器具の取扱訓練 

初歩的な救急法の訓練 

応急担架の作成や搬送 

避難場所への避難路の図上選定訓練 

人員確認、誘導員の配置、歩行困難者の避難介添

および人員報告などの訓練 

非常時に必要な水の確保や炊き出し、配布の要領などを習得

する訓練 

防災資機材（災害用井戸、発電機、ＡＥＤ等）の取扱い方法

等について習得する訓練 

災害図上訓練 

【ＤＩＧ】 

情報収集 

連絡訓練 

情報伝達訓練 

消火器による

訓練 

消火バケツ 

による訓練 

救出訓練 

救護訓練 

搬送訓練 

避難路設定 

訓練 

避難誘導訓練 

給食給水訓練 

防災資機材 

取扱訓練 

情
報
連
絡
訓
練 

消
火
訓
練 

救
出
救
護
訓
練 

避
難
誘
導
訓
練 

避難所運営訓練 

【ＨＵＧ】 
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■ 災害図上訓練「ＤＩＧ」 

参加者が地図を囲みながらゲーム感覚で災害時の対応策を考える災害図上訓練のことで、Disaster

（災害）、Imagination（想像）、Game（ゲーム）の頭文字を取って名づけられました。 

ＤＩＧでは、参加者が大きな地図を囲み、みんなで避難所や消防署、市役所等の防災関係機関や周

辺河川、幹線道路、線路等をマーキングした上に、地域で想定される地震の揺れの大きさや浸水想定

等の被害状況を書き込みながら議論をしていきます。 

その中で、地域に起こるかもしれない災害をより具体的なものとしてとらえていき、ゲーム感覚で

災害時の対応を考えることができます。 

 

【ＤＩＧの特徴】 

・参加者が大きな地図を囲み、議論を交わしながら進めていきます。 

・地図に書き込みをすることで、地域の防災マップが出来上がります。 

・決まったルールがなく簡単で、経費もほとんどかかりません。 

・日頃気付かなかった地域の防災対策が明らかになり、参加者の防災意識が向上します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）埼玉県災害図上訓練ＤＩＧテキスト 

 

■ 避難所運営ゲーム「ＨＵＧ」 

参加者がゲーム感覚で避難所の運営について考える災害図上訓練のことで、Hinanzyo（避難所）、

Unei（運営）、Game（ゲーム）の頭文字を取って名づけられました。 

ＨＵＧでは、避難者の年齢、性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれたカードを、避難所に見

立てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応していく

かを模擬体験するゲームです。 

 

【ＨＵＧの特徴】 

・プレイヤーは、このゲームを通して要配慮者への配慮をしながら部屋割りを考え、また炊き出し場

や仮設トイレの配置などの生活空間の確保、視察や取材対応といった出来事に対して、思いのまま

に意見を出しあったり、話し合ったりしながらゲーム感覚で避難所の運営を学ぶことができます。 
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Ⅳ．災害時の活動 
 

１．災害が発生した場合の自主防災活動 
 

（１）地震が発生した場合 

経過時間 状 況 各個人の行動 自主防災活動 

 地 震 地震発生 ・地震の間揺れに注意し、まず、机の

下に隠れるなど身を守る 

・非常脱出口の確保（ドア、窓を開け

る） 

 

１～３分 揺れがおさま

った 

・素早く火の始末 

・がけ崩れの危険が予想される地域は

即避難 

・火元の確認（ガスの元栓閉め、電気

のスイッチ・ブレーカー切る） 

火が出ても落ち着いて初期消火 

・家族の安全確認 

・靴・スリッパを履く（ガラス破片が

散乱して危険） 

 

３～５分 隣近所の安全

確認、出火防

止、初期消火、

余震に注意 

・隣近所に声をかける 

・近所に火は出ていないか確認 

・火が出ていたら大声で知らせる 

（消火器で初期消火） 

・漏電、ガス漏れ、余震に注意 

・隣近所で助け合い（要配慮者

の安全確保、行方不明者・ケ

ガ人はいないか確認） 

・出火防止の呼びかけ 

・初期消火 

５～10分 ・テレビやラジオ、防災行政無線など

により情報確認 

・避難にはなるべく車を使わない 

・避難の際、ブロック塀、ガラス、 

がれきに注意 

・組織活動 

・情報班による地域内の被害情

報収集 

・市からの情報を住民へ正しく

伝達 

10分～ 

数時間 

火災の発見、家

屋の倒壊発見、

負傷者発見 

・消火・救出活動に協力 ・消火班による初期消火活動 

・救出・救助班による救出活動 

・負傷者の応急救護、救護所へ

の搬送 

・困難な場合は消防署などへ 

出動を要請する 

・避難行動要支援者の避難の 

支援 

数時間～

数日 

避難生活 ・自主防災組織に協力して秩序にある

避難生活を 

・壊れた家には入らない 

・水・食料は蓄えているものでまかな

う 

・市に協力して、避難所運営マ

ニュアルや避難生活計画書に

基づき秩序ある避難所運営 

・要配慮者に対する配慮 

・災害ボランティアとの連携 
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（２）水害が発生した場合 

経過時間 

（目安） 
状 況 各個人の行動 自主防災活動 

 大雨・洪水注意

報・警報の発表 

・テレビ、ラジオ、インターネット等

による気象警報等の確認 

・ハザードマップ等による避難所・避

難ルートの確認 

・防災グッズの準備 

・災害・避難カードの確認 

・自宅保全 

・水防資機材の準備 

河川氾濫

18時間前 

水防団待機水

位到達 

 ・組織活動 

・情報班による地域内の被害情

報収集 

・市からの情報を住民へ正しく

伝達 

 氾濫注意水位

到達 

・テレビ、インターネット、携帯メー

ル等による大雨や河川の状況を確認 

・水防活動の開始 

４時間前 避難判断水位

到達 

（台風上陸） 

避難準備・高齢

者等避難開始

発令 

・防災行政無線、防災メール、ホーム

ページ、スマートフォンアプリ等に

よる高齢者等避難開始の受信 

・高齢者等は避難開始 

・避難準備（要配慮者以外） 

・避難行動要支援者の避難の 

支援 

３時間前 氾濫危険水位

到達 

避難勧告発令 

・防災行政無線、防災メール、ホーム

ページ、スマートフォンアプリ等に

よる避難勧告の受信 

・避難開始 

・住民の避難誘導 

０時間 堤防天端水位

到達・越流 

避難指示（緊

急）発令 

・防災行政無線、防災メール、ホーム

ページ、スマートフォンアプリ等に

よる避難指示の受信 

・避難完了 

・最終的な危険回避行動 

・避難対象地域の住民を全員避

難 

数時間～

数日 

避難生活 ・自主防災組織に協力して秩序にある

避難生活を 

・水・食料は蓄えているものでまかな

う 

・市に協力して、避難所運営マ

ニュアルや避難生活計画書に

基づき秩序ある避難所運営 

・要配慮者に対する配慮 

・災害ボランティアとの連携 

 

■ 土のうの配備場所 

市では、大雨に備えて以下の場所に土のうを配備し、市民への貸出しを行っています。平常時から

自宅等に土のうを準備しておくようにしましょう。 

【配備場所】 

・国道254号バイパス高架下 ・山室集会所 ・渡戸東集会所 ・諏訪集会所 ・丸池集会所 

・新幸酒店 ・北袋ちびっこ広場 
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２．災害応急活動に関する情報の収集及び伝達 
 

 

 

 

 

◆  情報収集を迅速に行うため、事前に調査区域を分けて担当者を決め、地域内の被害状況等、必要な

情報を収集します。 

◆  情報班をおき、伝達係、収集係の責任者を明確にする必要があります。なお、最近はパソコンやス

マートフォンなどによる情報のやり取りが盛んになっていますが、災害時には電気、電話やインター

ネット回線が不通になる可能性も考慮する必要があります。 

◆  被害報告を受けた情報班長は、被害状況を会長に報告をして組織内に周知するとともに、市災害対

策本部などの防災関係機関に報告します。「被害なし」という報告も災害の全体像をつかむための重

要な被害情報になりますので忘れずに報告するようにしてください。 

◆  防災行政無線や市の広報車、テレビ、ラジオで正確な情報を確認し、混乱が起こらないようにする

ことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

市・消防機関が必要とする情報  情報の収集手段 

●人的被害 

 死者、行方不明者、負傷者（重傷者・軽傷者） 

●住家被害 

 全壊、半壊、一部損壊、床上・床下浸水 

●公共施設の被害 

●公共土木施設の被害 

 道路、橋梁、河川  など 

●ライフライン被害 

水道施設、交通施設、ガス施設、下水道施設、

電気・通信施設  など 

●火災 

●田畑の被害 

●その他の被害 

 がけ崩れ  など 

 ●防災行政無線放送 

●防災行政無線電話応答サービス 

 （TEL：049-265-3030） 

●テレビ・ラジオ等の報道機関 

●防災メール・緊急速報メール等 

●ホームページ 

・富士見市ホームページ 

・気象庁ホームページ 

・国土交通省 川の防災情報 

・砂川堀雨水幹線水位監視システム など 

●ツイッター・フェイスブック等ＳＮＳ 

●その他スマートフォンアプリ等 

 

 

 地域内の被害状況（死傷者や建物、道路等の破損状況等）や火災発生の状況を迅速にとりまとめ、

市の災害対策本部に報告してください。 

災害発生 
各自主防災組織等

の情報班による 

情報収集活動 

各小学校ごとに 

とりまとめ 

市災害対策本部 

への連絡 
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３．被災者の救出活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．消火活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 大規模災害発生時には家屋の倒壊などにより生き埋めになる人が発生することが予想されます。

まず自分の身の安全を確保してから、消防団・消防隊が到着するまで、地域の自主防災組織が協力

して出来る範囲で救出・救助にあたってください。ただし、二次災害の危険性がありますので決し

て無理な救出活動は行わないようにしてください。 

 地震による火災発生を防ぐためには、各家庭における出火防止対策が一番大切ですが、いざ火災

が発生したら地域の自主防災組織が協力して初期消火活動にあたるようにしてください。ただし、

地域で行う初期消火活動はあくまで火災の延焼を防止することが目的ですので、決して無理はしな

いように注意してください。消防団や消防隊が到着したらその指示に従うようにしてください。 

家屋の倒壊 

生き埋めになる

人が発生 

近隣住民による救出活動 

救出・救助班による救出活動 

消防署等による救出活動 

負傷者等の居場所の情報を集める。大きな声で叫び反応を見る。 

居場所がわかったら救出のための人を集める。 

（負傷者が見える場合は５～10人、見えない場合は20人位。） 

二次災害に十分注意して、出来る範囲で救出活動を行う。 

大規模な救出作業が必要な場合は、被災者の位置・人数などを 

的確に把握し、消防団・消防隊が到着するのを待つ。 

地震発生 

出 火 

火災発生 

延焼拡大 

揺れが収まってから、すばやく火の始末をする。 

消火器、風呂水などを使って自ら消火活動。 

消火班を中心に、バケツリレーなどによる初期消火活動。 

消防団・消防隊が消火を開始したら指示に従う。 

消防団・消防隊による消火活動。 

避難誘導班の指示に従って避難を開始する。 

避 難 
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５．救護活動 
 

 

 

 

 

 

 

６．避難行動 
 

 

 

 

 

 

 

 

避難計画策定にあたっての留意点 

◆  住民がよく知っている広くて危険のない場所を、あらかじめ集合場所、避難場所として

決めておく。 

◆  避難誘導の責任者を決め、全員が指示に従ってまとまって避難できるようにしておく。 

◆  自主防災組織の責任者は、安全な避難経路を気象条件や災害規模に合わせて、３パター

ンほど選定しておく。 

◆  要配慮者に対する配慮をし、全員が安全に避難できるように便宜を図る。 

◆  日頃から訓練を繰り返し、避難方法や場所などを住民に周知徹底しておく。 

 

 

 

  

 大規模災害が発生すると、多数の負傷者が出るため、すぐに医療機関による治療が受けられると

は限りません。負傷者を発見した場合は、まず応急手当を行い、重傷患者や中等傷患者は、市が設

置する救護所（各小中学校）に搬送するようにしてください。 

 住民の生命や身体に危険が生ずる火災の危険が切迫している場合、危険地域の住民に対し、市か

ら避難勧告や避難指示（緊急）などが発令されます。 

その場合、自主防災組織（避難誘導班）が中心となって迅速な避難誘導を行ってください。そのた

めには、事前に防災関係機関とも十分に協議した避難計画を作成し、関係住民に周知徹底しておく

必要があります。 
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７．避難生活（避難所運営） 
 

 

 

 

 

 

 勤務時間内 （就業時間） 勤務時間外（休日・夜間） 

初 

動 

期 

関
係
者
の
参
集 

  

避
難
所
の 

開
設
準
備 

  

避
難
所
の
開
設 

 

展
開
期
・
安
定
期 

組
織
の
設
置
・
組
織
の
運
営 

  

撤
収
期 

避
難
所
の 

閉
鎖 

  

 避難生活は、災害によるショックや共同生活の不自由さ、不便さを強いられるため、決して快適

なものではありません。お互いに助け合って少しでも過ごしやすくなるように、自主防災組織が中

心となって、避難住民の生活の秩序を保つ必要があります。高齢の方、障がいをお持ちの方など要

配慮者へは、特に温かい配慮が必要になります。 

 詳細な内容については、「避難所運営マニュアル」や「避難所カルテ」を参照してください。 

総務部 

管理部 

情報広報部 

食料物資部 

医療衛生部 

ボランティア部 

施設部 

市災害対策本部 

避難生活が長期化した場合 

避難所運営委員会の縮小・統合 

避難所運営委員会の廃止 

避難所運営委員会の設置 

避難所運営委員会の編成 

部・班の編成 

避難所運営会議の開催 

避難者の誘導・受入れ 

避難者名簿の作成 

設備・物資・食料の確認等 

避難所運営組織の設立 

避難所施設の点検 

施設利用スペースの確保 

市と学校が連携して実施 

市 
（初動要員） 

学校 

町会・自主防災 

組織（地域住民） 

市 
（初動要員） 

学校 

町会・自主防災 

組織（地域住民） 

避難所運営委員会による 

運営（次頁参照） 

避難所開錠 

初動期避難所運営組織の設置・避難所開設準備（地域住民と連携） 

学校教職員 
市職員 

（地域対策本部職員） 

市職員 

（地域対策本部職員） 
学校教職員 

避難所開錠 
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避難所運営委員会 

・避難所の開設 

・災害対策本部との連絡調整 

・避難者名簿の整備 

・避難所状況等の記録 

施設管理者 

（学校長等） 

・生徒の安全確保 

・施設の維持管理 

・避難所運営への協力 

運営副リーダー 総務班 

運営副リーダー 情報班 

運営副リーダー 救護班 

・避難者の誘導 

・生活ルール案の作成 

・防犯対策 

・車中泊対策 

・情報収集・伝達 

・問い合わせ対応 

・郵便物・宅配物の取り次ぎ 

 

・応急手当（すり傷等） 

・医療機関への搬送補助 

 

 

・食料の受け入れ、配布・管理 

・炊き出しの実施、給水補助 

 

 

・物資の受け入れ、配布、管理 

 

 

 

・トイレの設置 

・清掃計画の作成 

・ごみ等の管理 

・ペットの問題 

・仮設の風呂やシャワーの管理 

運営副リーダー 食料班 

運営副リーダー 物資班 

運営副リーダー 環境班 

避難所管理者（市） 

施設管理者（学校） 

運営リーダー（町会・自主防災組織） 

・避難者からの意見のとりまとめ 

・災害対策本部との連絡調整 

・生活ルールの作成 

・食料・物資などの配布方法の調整 

・課題、問題などへの対応 

地域対策本部

職員 



 

 

  

メモ 
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